
船舶事故調査報告書 

令和３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１１月２８日 ００時０３分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市黒岩鼻南東方沖 

 正頭
しょうとう

港一文字防波堤南灯台から真方位２１４°１,４４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.２′ 東経１３３°３３.０′） 

事故の概要  監視取締艇ぺがさすは、東進中、のり
．．

養殖施設に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年１２月２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

監視取締艇 ぺがさす、５トン未満（長さ９.００ｍ） 

 ２４０－３３４５０岡山、国土交通省 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

操舵手、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 推進器翼に欠損 

のり
．．

養殖施設 のり
．．

網８枚に切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、笠岡市笠岡港内での業務を終

え、船長の操船指揮の下、操舵手が操縦に当たり、帰航を開始した。 

本船は、笠岡港口を約２３ノットの対地速力で、手動操舵によって

南南東進中、船長が海上保安部に電話で業務報告を行っていたころ、

操舵手が笠岡港口第２号灯浮標を通過した辺りで水島方面に向け左転

して東進し、黒岩鼻南東方沖ののり
．．

養殖施設（以下「本件養殖施設」

という。）に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首尾共に約０.５ｍであった。 

 本船は、本事故当時、レーダーを０.５海里レンジに設定して使用

していたが、レーダーの感度調整が悪く、本件養殖施設が表示されて

おらず、本事故後に感度調整を行ったところ、本件養殖施設が表示さ

れるようになった。 

船長は、海上保安部への業務報告を他の乗組員に任せ、操船指揮に

専念していれば良かったと、本事故後に思った。 

操舵手は、本事故時、本件養殖施設が笠岡港口付近に存在すること

を知っていたが、正確な設置位置を把握しておらず、笠岡港口第２号

灯浮標の北東方に存在すると思い込んでおり、同灯浮標を通過した辺

りで、本件養殖施設の南端を過ぎたと思い、本件養殖施設の灯火に気

付かず、左転して東進した。 



 

本件養殖施設の外側には、光達距離約５.５km の簡易灯浮標が８基

設置してあった。 

分析  本船は、笠岡港口を南南東進中、操船指揮中の船長が電話での業務

報告を行っていた際、操舵手が、笠岡港口第２号灯浮標の北東方に本

件養殖施設が存在すると思い込み、同灯浮標を通過した辺りで左転し

て東進したことから、本件養殖施設に乗り揚げたものと考えられる。 

 操舵手は本件養殖施設の正確な設置位置を知らなかったことから、

笠岡港口第２号灯浮標の北東方に本件養殖施設が存在すると思い込ん

だものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、笠岡港口を南南東進中、操船指揮中の船

長が電話での業務報告を行っていた際、操舵手が、笠岡港口第２号灯

浮標の北東方に本件養殖施設が存在すると思い込み、同灯浮標を通過

した辺りで左転して東進したため、本件養殖施設に乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、操船指揮に当たる際には、業務報告を他の乗組員に任せ

るなどして、操船指揮に専念すること。 

・船長及び操舵手は、事前に海図等で航行する海域の水路状況を把

握しておくこと。 

・船長は、夜間航行する際には、レーダーの感度調整を適切に行っ

て使用するなどし、周囲の見張りを適切に行うこと。 


